
①

欠
員
、
療
養
休
暇
な

ど
に
よ
り
配
置
人
員
が

確
保
で
き
な
く
、
夜
勤
回

数
が
多
く
な
り
、
職
員
の

負
担
が
大
き
く
年
度
途
中

で
も
正
規
職
員
で
の
採
用

を
す
る
こ
と
。

②

認
定
・
専
門
看
護
師

が
認
定
さ
れ
る
分
野
の

資
格
業
務
を
行
う
た
め

に
専
従
化
す
る
こ
と
。

③

7
対
１
看
護
、
9
対

1
看
護
、
二
次
救
急
要

員
（
小
児
セ
ン
タ
ー
）

の
定
数
化

④

年
休
の
取
得
推
進

（
年
次
目
標
の
設
定
）

⑤

緊
急
呼
出
し
・
待
機

手
当
の
新
設

⑥

専
門
・
認
定
看
護
師

の
処
遇
改
善

⑦

時
間
外
勤
務
の
「
事

前
命
令
」
「
事
後
確
認
」

の
徹
底
と
縮
減

派
遣
期
間
終
了
に
伴
う

人
事
異
動
に
つ
い
て

循
環
器
・
呼
吸
器
の
機

能
移
行
の
た
め
に
一
宮
・

稲
沢
の
両
市
民
病
院
に
派

遣
さ
れ
た
職
員
は
今
年
度

末
で
期
間
が
終
了
し
ま
す
。

平
成
21
年
度
に
循
呼
セ
ン

タ
ー
で
説
明
さ
れ
た
「
本

人
希
望
を
尊
重
す
る
」
約

束
と
お
り
の
対
応
を
求
め

ま
し
た
。

正
規
職
員
の
要
求

が
ん
セ
ン
タ
ー
中
央
病

院
の
外
来
化
学
療
法
セ
ン

タ
ー
開
設
に
関
す
る
、
薬

剤
師
、
看
護
師
の
増
員

業
務
量
か
ら
は
、

中
央
病
院
・
・
・
臨
床
工

学
技
士
、
診
療
放
射
線

技
師
、
Ｍ
Ｓ
Ｗ
、
管
理

栄
養
士

愛
知
病
院
・
・
・
看
護
師

（
化
学
療
法
、
副
部
長

専
従
）

小
児
セ
ン
タ
ー
・
・
・
看

護
師

（
手
術
室
、
21

病
棟
）
、
臨
床
検
査
技

師
、
臨
床
工
学
技
士

城
山
病
院
・
・
・
看
護
師

（
北
上
病
棟
、
外
来
）

現
業
職
場
・
・
・
正
規
職

員
に
替
わ
る
職
員
の
労

働
時
間
の
確
保

ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
の
新
し

い
要
求
項
目

専
門
・
認
定
看
護
師
に

対
す
る
労
働
環
境
の
改
善
。

①

通
常
業
務
と
の
兼
務

で
は
、
資
格
が
十
分
に

発
揮
で
き
な
い
こ
と
か

ら
専
門
・
認
定
看
護
師

の
専
従
化
。

②

資
格
の
更
新
の
た
め

の
改
善
要
求
。
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愛知県病院事業庁職員組合
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電話(052)954-6882 FAX(ﾌﾘｰｱｸｾｽ)0120-930-340
メールアドレス byoin@aichikenshoku.gr.jp

県立病院ではたらく仲間をつなぐ

10
月
10
日
、
病
院
組
合
は
病
院
事
業
庁
に
対

し
て
、
分
会
の
要
求
を
と
り
ま
と
め
、｢

平
成

25
年
度
当
初
予
算
に
関
す
る｣

要
求
書
を
提
出

し
ま
し
た
。
交
渉
で
は
、
各
分
会
の
代
表
者
か

ら
、
要
求
に
対
す
る
職
場
の
実
態
を
説
明
し
ま

し
た
。
回
答
は
11
月
９
日
の
予
定
で
す
。

統
一
要
求
の
主
な
内
容

個
別
要
求
の
主
な
内
容

職 種 要求数 職 種 要求数 職 種 要求数 職 種 要求数

看 護 師 ３１名 臨床工学技士 ３名 薬 剤 師 １６名 臨床検査技師 １名

Ｍ Ｓ Ｗ ２名 放 射 線 技 師 ２名 事 務 職 １名 管 理 栄 養 士 １名

病 院 組 合 全 体 の 人 員 要 求 数



 

平成２４年９月２４日 
        病院事業庁管理課 

勤務評定要綱の見直しについて 
１ 評定要素の見直し   

 ○ 現行の勤務評定要綱で定めている「評定要素表」を右記（評定項目表）のとおりに改める。 
２ 採点表の変更 

 ○ 現行の勤務評定要綱では評定要素のうち２項目を「重く評価する要素」としているが、これを廃止し

「採点表」を以下のとおりとする。 
 
 （現行） 

 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 
評定点数 ９ ８ ７ ５ ３ 

○印加算点（10項目中2項目） ５ ３ １ ０ ０ 
                         ↓ 
 （改正後） 

評定点数 評 定 内 容 

Ｓ 10点 求められる行動が的確に取られ、職級に期待される水準を超え、他者に好影響を与

えている。 
Ａ ９点 求められる行動がよく取られ、職級に期待される水準を十分満たしている。 

Ｂ ７点 求められる行動が概ね取られ、職級に期待される水準を概ね満たしている。 
Ｃ ５点 求められる行動を取ろうとするが、職級に期待される水準を満たさず、努力が必要

である。 
Ｄ ３点 求められる行動を取らず、職級に期待される水準を大きく下回り、他者に悪影響を

与えている。 
 
３ 全体評語の上限の見直し 

 ○ 現行の勤務評定要綱の全体評語の上限（Ｓ及びＡの人員の和を４０％以内）を廃止し、絶対評価とす

る。 
 

 

病
院
事
業
庁
は
9
月
24

日
に
、
「
民
間
と
比
較
し

て
公
務
員
は
何
か
あ
れ
ば

手
当
が
付
く
」
（
社
会
情

勢
）
「
国
を
超
え
る
手
当

は
県
が
勝
手
に
つ
け
て
い

る
」
（
国
や
他
県
と
の
均

衡
）
「
通
常
業
務
と
思
わ

れ
る
業
務
」
（
業
務
の
特

殊
性
）
な
ど
か
ら
、
特
殊

勤
務
手
当
の
見
直
し
を
提

示
し
ま
し
た
。

主
な
交
渉
内
容

診
療
放
射
線
（
エ
ッ
ク

ス
線
）
技
師
の
放
射
線
照

射
業
務

現
在
は
、
放
射
線
照
射

業
務
を
し
た
場
合
に
、
日

額
３
５
０
円
の
手
当
が
支

給
さ
れ
ま
す
が
、
提
示
は
、

「
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま

で
の
間
に
、
外
部
放
射
線

を
被
ば
く
し
、
そ
の
実
効

線
量
が
１
０
０
マ
イ
ク
ロ

シ
ー
ベ
ル
ト
以
上
で
あ
っ

た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

限
る
。
」
と
し
て
い
ま
す
。

組
合
調
査
で
は
、
「
放

射
線
業
務
を
行
う
上
で
の

危
険
手
当
と
認
識
を
し
て

き
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
、

被
ば
く
手
当
と
し
て
支
払

わ
れ
る
こ
と
に
理
解
が
で

き
な
い
」
「
放
射
線
技
師

は
業
務
遂
行
上
、
放
射
線

被
ば
く
を
最
小
限
に
な
る

よ
う
に
努
力
を
し
て
き
た
」

「
業
務
の
特
殊
性
、
危
険

性
を
考
慮
さ
れ
て
い
た
が
、

今
後
は
１
０
０
マ
イ
ク
ロ

シ
ー
ベ
ル
ト
未
満
の
被
ば

く
は
、
手
当
を
支
給
し
な

い
と
い
う
考
え
は
、
放
射

線
業
務
の
特
殊
性
、
危
険

性
、
将
来
的
な
健
康
被
害

（
後
発
性
が
ん
）
に
対
す

る
不
安
を
否
定
す
る
も
の

で
あ
る
」
な
ど
、
現
場
組

合
員
の
意
見
を
主
張
し
、

再
考
を
求
め
ま
し
た
。

9
月
24
日
、
病
院
事
業

庁
は
「
手
当
の
支
給
実
態

が
な
い
の
で
廃
止
す
る
。
」

と
提
示
し
ま
し
た
が
、
組

合
は
、
「
解
剖
事
後
処
理

作
業
」
の
内
容
が
は
っ
き

り
し
て
い
な
い
こ
と
が
問

題
で
あ
る
。
病
院
事
業
庁

に
業
務
内
容
の
説
明
を
求

め
、
10
月
10
日
の
交
渉
で

「
解
剖
事
後
処
理
作
業
」

の
業
務
内
容
は
、
「
血
液

等
の
採
取
、
摘
出
し
た
臓

器
か
ら
の
標
本
の
作
製
や

縫
合
等
」
な
ど
が
業
務
内

容
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
確

認
し
、
組
合
が
調
査
し
た

内
容
と
相
違
は
な
く
、
過

去
に
一
部
で
手
当
が
支
給

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ

い
て
も
追
及
し
、
解
剖
は

今
後
も
行
わ
れ
る
こ
と
か

ら
、
手
当
の
「
廃
止
」
は

認
め
ら
れ
な
い
と
し
ま
し

た
。「

小
児
セ
ン
タ
ー
に
勤

務
す
る
職
員
が
行
う
、
精

神
保
健
福
祉
の
関
す
る
相

談
及
び
指
導
業
務
」
に
つ

い
て
、
廃
止
の
提
示
に
対

し
組
合
は
、
組
合
の
実
態

調
査
で
は
、
「
精
神
手
帳

を
持
っ
て
い
る
人
に
限
定

し
、
相
談
（
面
接
）
を
行
っ

て
い
る
が
、
ど
な
ら
れ
た

り
、
物
を
投
げ
ら
れ
た
り

す
る
」
こ
と
が
あ
り
、
特

殊
勤
務
手
当
の
支
給
対
象

業
務
で
あ
る
と
主
張
し
ま

し
た
。
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危

険

物

取

扱

手

当

死

体

処

理

手

当

社
会
福
祉
業
務
手
当

病院事業庁は、11月上旬から

行われる勤務評定に、「職員の

能力評価をもっと充実できる」

として、要綱の見直しの説明が

ありました。

評定は絶対評価、給与への反

映は相対評価となっていきます。


